
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

参
照
条
文

○
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
号
）

抄

（
選
挙
期
日
等
）

第
一
条

指
定
市
町
村
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
八

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
統
一
地
方
選
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
は
平
成
二
十
三
年
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
影
響
の
た
め
選
挙
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
指
定
県
（
指
定
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
県
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら

同
年
六
月
十
日
ま
で
の
間
に
そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選

挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「

特
例
選
挙
期
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

指
定
市
町
村
及
び
指
定
県
の
う
ち
、
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て

そ
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条

第
一
項
及
び
統
一
地
方
選
特
例
法
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。

３

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
指
定
市
町
村
又
は
指
定
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
に
つ
い
て
、
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の

選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
前
五
日
ま
で
に
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
統
一
地

方
選
特
例
法
第
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
と
す
る
。



４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
任
期
の
特
例
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
十
日
ま
で
の
間
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
指
定
市
町
村
又
は
指
定
県
の
議
会

の
議
員
又
は
長
の
任
期
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
三
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
特
例
選
挙
期
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
告
示
の
期
日
）

第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
の
期
日
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
三
条
第
五
項
又
は
第
三
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

県
知
事
の
選
挙

特
例
選
挙
期
日
前
十
七
日
に
当
た
る
日

二

指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
の
選
挙

特
例
選
挙
期
日
前
十
四
日
に
当
た
る
日

三

県
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙

特
例
選
挙
期
日
前
九
日
に
当
た
る
日

四

指
定
都
市
以
外
の
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

特
例
選
挙
期
日
前
七
日
に
当
た
る
日

五

町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

特
例
選
挙
期
日
前
五
日
に
当
た
る
日

（
同
時
選
挙
）



第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
指
定
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
及
び
指
定
県
の
知
事
の
選
挙
又
は
指
定
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選

挙
及
び
指
定
市
町
村
の
長
の
選
挙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
職
選
挙
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
行
う
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
指
定
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
及
び
当
該
指
定
市
町
村
の
区
域
を
包
括
す
る
指
定
県
の
議
会

の
議
員
又
は
長
の
選
挙
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
行
う
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
選
挙
法
第
十
二
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
文
書
図
画
の
掲
示
の
禁
止
期
間
）

第
五
条

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
定
期
間
は
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
特
例
選
挙
期
日
ま
で
の
間
と

す
る
。

（
寄
附
等
の
禁
止
期
間
）

第
六
条

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
二
及
び
第
百
九
十
九
条
の
五
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
及
び
同
法
第
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

る
一
定
期
間
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
特
例
選
挙
期
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
係
る
公
職
選
挙
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定

に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

指
定
市
町
村
又
は
指
定
県
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
に
つ
き
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ



り
難
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
口
の
特
例
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
挙
す
べ
き
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ
き
地
方
自
治
法
第
九
十
条
第

二
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
並
び
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
員
の
選
挙
区
に
つ
き
公
職
選
挙
法
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
官
報
で
公
示
さ
れ
た
平
成
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
以
後
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に

つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
挙
す
べ
き
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
の
定
数
に
つ
き
地
方
自
治
法
第
九
十
条
第
二
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
並
び
に
第
一
条
」
と
あ
る

の
は
、
「
第
一
条
」
と
す
る
。



○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

抄

（
一
般
選
挙
、
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
及
び
設
置
選
挙
）

第
三
十
三
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
因
る
一
般
選
挙
又
は
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
は
、
そ
の
任
期
が
終
る
日
の
前

三
十
日
以
内
に
行
う
。

２

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
に
因
る
一
般
選
挙
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
行
う
。

３
～
５

〔
略
〕

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
等
）

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
（
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
を
含
む
。
）
又
は
増
員
選
挙

若
し
く
は
第
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
選
挙
は
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
行
う
。

２

〔
略
〕

（
文
書
図
画
の
掲
示
）

第
百
四
十
三
条

〔
略
〕

２
～
15公

職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等
」
と
い

16
う
。
）
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
氏
名
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項

を
表
示
す
る
文
書
図
画
及
び
第
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
後
援
団
体
」
と
い
う
。
）
の
政

治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
当
該
後
援
団
体
の
名
称
を
表
示
す
る
文
書
図
画
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
掲
示
す
る
行
為
は
、
第

一
項
の
禁
止
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

一

立
札
及
び
看
板
の
類
で
、
公
職
の
候
補
者
等
一
人
に
つ
き
又
は
同
一
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
後
援
団
体
の
す
べ
て
を
通
じ
て
政
令
で



定
め
る
総
数
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
当
該
公
職
の
候
補
者
等
又
は
当
該
後
援
団
体
が
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
ご
と
に
そ
の
場

所
に
お
い
て
通
じ
て
二
を
限
り
、
掲
示
さ
れ
る
も
の

二

ポ
ス
タ
ー
で
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
た
め
の
ベ
ニ
ヤ
板
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
用
い
て
掲
示
さ
れ

る
も
の
以
外
の
も
の
（
公
職
の
候
補
者
等
若
し
く
は
後
援
団
体
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
若
し
く
は
連
絡
所
を
表
示
し
、
又

は
後
援
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
に
掲
示
さ
れ
る
も
の
及
び
第
十
九
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
の
一
定
期

間
内
に
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
内
に
掲
示
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

政
治
活
動
の
た
め
に
す
る
演
説
会
、
講
演
会
、
研
修
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
集
会
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
演
説
会
等
」
と
い
う

。
）
の
会
場
に
お
い
て
当
該
演
説
会
等
の
開
催
中
使
用
さ
れ
る
も
の

四

第
十
四
章
の
三
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

・
17

18第
十
六
項
に
お
い
て
「
一
定
期
間
」
と
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

19
一

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
の
六
月
前
の
日
か
ら
当
該
総
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
又
は
衆
議
院

の
解
散
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
総
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

二

参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
の
六
月
前
の
日
か
ら
当
該
通
常
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

三

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
の
六
月
前
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の

期
日
ま
で
の
間

四

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
（
統
一
対
象
再
選
挙
（
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
又
は
補
欠
選
挙
（
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て

は
、
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
（
同
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

）
が
告
示
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間



五

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
（
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
を
行
う
ベ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
（
同
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
が
告

示
し
た
日
の
翌
日
又
は
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
期
日
の
六
月
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

六

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
の
う
ち
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由

が
生
じ
た
と
き
（
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
最
も
遅
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
）
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
告
示
し
た
日
の
翌
日
か

ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

（
公
職
の
候
補
者
等
の
寄
附
の
禁
止
）

第
百
九
十
九
条
の
二

公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の

候
補
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
あ
る

者
に
対
し
、
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支

部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
等
の
親
族
に
対
し
て
す
る
場
合
及
び
当
該
公
職
の
候
補
者
等
が
専
ら
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
普
及
す
る
た
め

に
行
う
講
習
会
そ
の
他
の
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
（
参
加
者
に
対
し
て
饗
応
接
待
（
通
常
用
い
ら
れ
る
程
度
の
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
が

行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
当
該
選
挙
区
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
第
百
九
十
九
条
の
五
第
四
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
に

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
や
む
を
得
な
い
実
費
の
補
償
（
食
事

に
つ
い
て
の
実
費
の
補
償
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４

〔
略
〕

（
後
援
団
体
に
関
す
る
寄
附
等
の
禁
止
）



第
百
九
十
九
条
の
五

政
党
そ
の
他
の
団
体
又
は
そ
の
支
部
で
、
特
定
の
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職

に
あ
る
者
を
含
む
。
）
の
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
を
支
持
し
、
又
は
特
定
の
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す

る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
を
推
薦
し
、
若
し
く
は
支
持
す
る
こ
と
が
そ
の
政
治
活
動
の
う
ち
主
た
る
も
の
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
後

援
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
い
か
な
る
名
義
を
も

つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
若
し
く
は
そ
の
支
部
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
若
し

く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
寄
附
を
す
る
場
合
及
び
当
該
後
援
団
体
が
そ
の
団
体
の
設
立

目
的
に
よ
り
行
う
行
事
又
は
事
業
に
関
し
寄
附
（
花
輪
、
供
花
、
香
典
、
祝
儀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
さ
れ
る
も
の
及
び
第
四

項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
の
一
定
期
間
内
に
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

何
人
も
、
後
援
団
体
の
総
会
そ
の
他
の
集
会
（
後
援
団
体
を
結
成
す
る
た
め
の
集
会
を
含
む
。
）
又
は
後
援
団
体
が
行
な
う
見
学
、
旅
行
そ

の
他
の
行
事
に
お
い
て
、
第
四
項
各
号
の
区
分
に
よ
る
当
該
選
挙
ご
と
に
一
定
期
間
、
当
該
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
な

わ
れ
る
区
域
）
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
饗
応
接
待
（
通
常
用
い
ら
れ
る
程
度
の
食
事
の
提
供
を
除
く
。
）
を
し
、
又
は
金
銭
若
し
く
は
記
念
品

そ
の
他
の
物
品
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

〔
略
〕

４

こ
の
条
に
お
い
て
「
一
定
期
間
」
と
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
・
二

〔
略
〕

三

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
（
第
三
十

四
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
任
期
満
了

の
日
前
九
十
日
に
当
た
る
日
又
は
当
該
告
示
が
な
さ
れ
た
日
の
翌
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間

四
～
六

〔
略
〕


